
１　議案

議案第26号　直接請求に必要な選挙人の数について

２　報告事項

① 選挙人名簿登録者数について

② 在外選挙人名簿登録者数について

③ 指定都市選挙管理委員会連合会通常会議について

④ 令和元年度福岡市明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施について

３　その他

① 選挙運動用通常葉書へのインクの付着について

② 今後の委員会開催予定日時

・令和元年６月20日（木）　午前10時30分

・令和元年７月３日（水）　午前10時30分

・令和元年７月24日（水）　午前10時30分

議 題

６月５日（水）　午前１０時３０分

令和元年　第１２回　福岡市選挙管理委員会



 

 

 



議案第26号

　　　直接請求に必要な選挙人の数について

　地方自治法の規定による直接請求，市町村の合併の特例に関する法律の規定による合併

協議会設置の請求及び合併協議会設置のための選挙人の投票の実施の請求並びに地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の規定による教育長又は委員の解職請求に必要な選挙人

の数を，令和元年６月３日現在の選挙人名簿に基づき次のように定め，告示するもの。

　　令和元年６月５日

福岡市選挙管理委員会

 委 員 長　　　津　田　　　隆　士

１　地方自治法第74条及び第75条並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５

　条に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数

25,240 人

２ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５条に規定する選挙権を有する者の総

数の６分の１の数

210,330 人

３　地方自治法第76条，第81条及び第86条（区選挙管理委員に係る請求を除く。）並びに

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条に規定する選挙権を有する者の総数の

　80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３

　分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

257,748 人

４　地方自治法第80条及び第86条（区選挙管理委員に係る請求に限る。）に規定する選挙

　権を有する者の総数の３分の１の数

 　東　区 人

　 博多区 人

　 中央区 人

　 南　区 人

　 城南区 人

　 早良区 人

　 西　区 人

（理由）

　地方自治法第74条第５項，第75条第５項，第76条第４項，第80条第４項，第81条第２

項及び第86条第４項，市町村の合併の特例に関する法律第５条第30項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第２項の規定による。

55,997

58,825

82,700

64,180

53,248

71,191

34,521
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（参 考）

１　直接請求の内容について

　(1) 地方自治法第74条

　　　条例の制定又は改廃の請求（1/50）

　(2) 地方自治法第75条

　　　監査請求（1/50）

　(3) 地方自治法第76条

　　　議会の解散請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

　(4) 地方自治法第80条

　　　議員の解職請求（1/3）

　(5) 地方自治法第81条

　　　長の解職請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

　(6) 地方自治法第86条

　　①　副市長，市選挙管理委員，監査委員の解職請求

　　　   （80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

　　②　区選挙管理委員の解職請求（1/3）

　(7) 市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５条

　　①　合併協議会の設置の請求（1/50）

　　②　合併協議会設置のための投票の実施の請求（1/6）

　(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条

　　　教育長，教育委員の解職請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

２　計算式

　１について

　　全　市 × 1/50 ＝ 25,239.56 → 25,240

　２について

　　全　市 × 1/6　＝ 210,329.66 → 210,330

　３について

　　全　市   ( － 800,000 ）× 1/8 ＋ 400,000 × 1/6

× 1/3  ＝ 257,747.24 → 257,748

　４について

　　東　区 × 1/3  ＝ 82,700

　　博多区 × 1/3  ＝ 64,179.66 → 64,180

　　中央区 × 1/3  ＝ 53,248

　　南　区 × 1/3  ＝ 71,190.33 → 71,191

　　城南区 × 1/3  ＝ 34,520.66 → 34,521

　　早良区 × 1/3  ＝ 58,824.33 → 58,825

　　西　区 × 1/3  ＝ 55,996.33 → 55,997

※　端数は切り上げる。

159,744

213,571

103,562

176,473

167,989

192,539

1,261,978

1,261,978

1,261,978

＋ 400,000 

248,100
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(単位：人)

(ａ) (ｂ) (ｃ) (ｄ) (ｅ) (ｆ) 男 女 合計(ｇ) (ｇ)-(ａ)

東　区 247,727 0 41 220 0 0 599 776 611 165 0 1,636 2,911 2,846 0 1,944 118,973 129,127 248,100 373

博多区 192,324 0 50 295 0 0 753 951 853 98 0 2,049 2,597 2,588 0 2,255 92,117 100,422 192,539 215

中央区 159,237 10 16 188 0 0 430 604 515 89 0 1,248 2,429 2,328 0 1,654 69,274 90,470 159,744 507

南　区 213,319 25 5 154 31 0 523 562 430 130 2 1,300 2,568 2,490 0 1,474 98,121 115,450 213,571 252

城南区 103,566 17 58 24 0 0 170 304 234 70 0 573 1,137 1,239 0 671 48,160 55,402 103,562 -4

早良区 176,484 19 107 29 0 377 0 399 277 122 0 931 1,887 2,006 0 1,039 81,826 94,647 176,473 -11

西　区 167,977 12 120 30 0 0 373 477 338 139 0 1,012 1,703 1,735 0 1,056 78,631 89,358 167,989 12

市合計 1,260,634 83 397 940 31 377 2,848 4,073 3,258 813 2 8,749 15,232 15,232 0 10,093 587,102 674,876 1,261,978 1,344

在外登録
移転者

死亡者

４月７日
区委員会
議決分

４月４日
区委員会
議決分

５月20日
区委員会
議決分

５月15日
区委員会
議決分

６月３日区委員会議決分

(ｇ)=(ａ)-(ｂ)+(ｃ)-(ｄ)+(ｅ)+(ｆ)

報告事項１

令和元年６月３日現在　選挙人名簿登録者数について

区　分

３月28日現在
選 挙 人 名 簿
登 録 者 数

平成31年３月28日以降の抹消者数
移替え
による
増加数

移替え
による
減少数

３月28日
以降補正
登録者数

今回の
新規登
録者数

令和元年６月３日現在
選挙人名簿登録者数

前回登録
に対する
増減数３月29日

区委員会
議決分

抹消者
の合計４月19日

区委員会
議決分

市外転出
後４箇月
経過者
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報告事項２

６月３日区委員会議決分

区 分
前回

登 録 者 数
前回以降の
新規登録者

前回以降の
登録移転者数

前回以降の
抹 消 者 数

今回
登 録 者 数

東 区 132 1 0 1 132

博 多 区 102 1 0 0 103

中 央 区 141 0 0 0 141

南 区 129 1 2 1 131

城 南 区 71 0 0 0 71

早 良 区 118 0 0 0 118

西 区 71 0 0 0 71

福 岡 市 計 764 3 2 2 767
　

在外選挙人名簿登録者数について
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報告事項３（令和元年５月28日　京都市）
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報告事項４ 

 

令和元年度 福岡市明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施について 

 

 

 市内の小学校，中学校，高等学校等の児童・生徒を対象に，明るい選挙啓発ポスター

コンクールを実施するもの。 

 

１ 目 的 

(1)選挙啓発ポスターの作成をきっかけとして，将来有権者となる児童・生徒に政  

治や選挙への関心を高めてもらう。 

 (2)入選作品展を開催する等により，多くの有権者に，児童・生徒の政治や選挙への期

待が込められた作品に触れてもらい，選挙の重要性や投票の意義について理解して

もらう。 

 

２ 募集方法 

市教育委員会の後援のもと，市内の全小・中・高等学校・特別支援学校に依頼文及

び実施要領を送付する。 

（小学校 148 校，中学校 82 校，高等学校 43 校，特別支援学校等 10 校  計 283 校） 

※ 平成 30 年度の応募作品数  47 校 457 点  入選作品数 60 点 

 

３ 日 程（予定） 

(1)学校への依頼（作品募集）            ６月上旬 

  募集期間                     ７月１日～９月４日 

(2)選挙管理委員会ホームページや市政だよりへ募集記事掲載 ７月上旬 

(3)市審査（教育委員会協力）           ９月上旬 

(4)県審査（市優秀作品の県コンクール参加）    ９月下旬～１０月 

(5)国審査（県優秀作品の国コンクール参加）    １１月上旬 

(6)選挙管理委員会ホームページや「せんきょかわら版」へ入選作品掲載 １２月 

(7)市入選作品展（本庁・各区役所で巡回展示）   １２月～２月             

(8)作品返還及び賞状・記念品配布         ２月～３月 

 

４ 主 催 

  福岡市・区明るい選挙推進協議会 

  福岡市・区選挙管理委員会 
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令和元年６月５日 

選挙管理委員会資料 

 

 

選挙運動用通常葉書へのインクの付着について 

 

 平成 31 年４月７日執行の福岡市議会議員一般選挙において，選挙運動用通常葉書

の通信欄（裏面）へのインクの付着があったことについて，同選挙の候補者から選挙

管理委員会に対してご意見・ご要望をいただいていることから，その内容について委

員会に報告するもの。 
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